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賃上げ予定の中小企業の６割が業績改善の

伴わない「防衛的」賃上げ～日本商工会議

所・東京商工会議所の調査より 

 
日本商工会議所・東京商工会議所は２月 14

日、「中小企業の人手不足、賃金・最低賃金に関

する調査」集計結果を発表しました。全国の中小企

業 6,013 社を対象に調査したもので、2024 年１月

４日～26 日に実施し、2,988 社から回答を得ていま

す。 
2024 年度に賃上げを予定する企業は、前年度

比 3.1 ポイント増の 61.3％に上ったものの、うち６割

が業績改善を伴わない人材確保のための「防衛的

な賃上げ」を迫られている状況です。 
◆人手が「不足している」と回答した企業は 65.6％ 

「人手不足の状況および対応」では、人手が「不

足している」と答えた企業は前年比 1.3 ポイント増

の 65.6％に上り、３社に２社が人手不足という深刻

な状況が依然続いています。 
業種別にみると、「2024 年問題」への対応が求め

られる建設業（78.9％）や運輸業（77.3％）、労働集

約型の介護・看護業（76.9％）で「不足している」と

する企業の割合が高く、８割近くに及んでいます。 
また、最も低い製造業（57.8％）でも約６割が「不

足している」と回答していて、あらゆる業種で人手不

足の状況にあります。 
◆2024 年度に「賃上げを実施予定」の企業は６割

超 
こうした中で、2024 年度に「賃上げを実施予定」

と回答した企業の割合は、昨年度（58.2％）から

3.1 ポイント増加の 61.3％と６割を超え、賃上げに

取り組む企業は着実に増加しています。ただ、そのう

ち、「業績の改善がみられないが賃上げを実施予

定」は 60.3％で、依然６割が「防衛的賃上げ」となっ

ています。 
 従業員規模別では、従業員５人以下の企業で

は、「賃上げ実施予定」は 32.7％にとどまり、「賃上

げを見送る予定（引下げ予定を含む）」が 16.8%に

上っています。 
◆「最低賃金を下回ったため、賃金を引上げた」企

業は 38.4％ 
2023 年 10 月の最低賃金引上げを受け、「最低

賃金を下回ったため、賃金を引上げた」企業（直接

的な影響を受けた企業）は 38.4％と、昨年度から

0.4 ポイント低下したものの引き続き高い水準です。 
 一方、人手不足や物価上昇が進む中、「最低賃

金を上回っていたが、賃金を引上げた」企業は

29.8%と、昨年度から 5.2 ポイント増え、2017 年の

調査開始以降で最も高い割合となっています。 
 
【日本商工会議所・東京商工会議所「中小企業の人

手不足、賃金・最低賃金に関する調査」集計結果】 
https://www.jcci.or.jp/20240214_survey_relea
se.pdf 
 

 

 

働き方・休み方改善ポータルサイトに 

「特別休暇制度導入事例集 2023」が 

公表されています！ 

厚生労働省の「働き方・休み方改善ポータルサイ

ト」に２月末、「特別休暇制度パンフレット 2023」が

冨労務管理事務所便り 
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掲載されました。同省では特別休暇制度の導入を

推進しており、パンフレットには様々な特別休暇制

度や導入企業の事例が紹介されており、参考になり

ます。 

◆特別休暇制度とは？ 

特別休暇制度とは、休暇の目的や取得形態を

会社が任意に設定できる法定外休暇のことです。

法律で定められた法定休暇（年次有給休暇、育

児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、生理休

暇）とは異なります。 

◆特別休暇制度導入の目的と留意点 

従業員個々の事情に応じ、多様で柔軟な働き

方・休み方を自ら選択できるようにすることで、生産

性向上や多様な人材の確保につながるとしています。

ただ、制度導入にあたっては、年次有給休暇の取得

促進がまずは重要であり、特別休暇制度の導入に

よって、年次有給休暇の取得を阻害しないよう留意

することが重要としています。 

◆年次有給休暇の取得促進に資する特別休暇 

年次有給休暇とは別に有給で設けられていること

で、体調不良等に備えた年次有給休暇の取得控

えを防止し、年次有給休暇の取得促進につながっ

ている特別休暇です。病気休暇（有給）や、家族の

看護等のための休暇（有給）などがあります。 

◆予測できない事情に備えた特別休暇 

予測できない事情や思いがけない事態が生じた

際に、安心して休めるようにするための特別休暇です

（有給とするか無給とするかは会社が定めるところに

よる）。犯罪被害者等の被害回復のための休暇制、

裁判員休暇制度、災害休暇（被災時の休暇）、病

気休暇、家族の看護等のための休暇などがあります。 

◆従業員の多様な活動を支援する特別休暇 

従業員のボランティアや地域活動、自己啓発など

を後押しする、もしくはそのきっかけ作りとなる特別休

暇です。ボランティア休暇やドナー休暇、自己啓発

休暇などがあります。 

【厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト」】 

https://work-

holiday.mhlw.go.jp/kyuukaseido/ 

 

 

4 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

10 日 
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付

［郵便局または銀行］ 
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前

月以降に採用した労働者がいる場合＞ 
［公共職業安定所］ 

15 日 
○ 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書

の提出［市区町村］ 
30 日 

○ 預金管理状況報告の提出［労働基準監督署］ 
○ 労働者死傷病報告の提出＜休業４日未満、

１月～３月分＞［労働基準監督署］ 
○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 
○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事

務所］ 
○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状

況報告書の提出［公共職業安定所］ 
○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険

者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 
［公共職業安定所］ 

○ 公益法人等の法人住民税均等割の申告納付

［都道府県・市町村］ 
○ 固定資産税・都市計画税の納付＜第 1 期＞
［郵便局または銀行］ 
※都・市町村によっては異なる月の場合がある。 

・土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の

縦覧期間 
（4 月 1 日から 20 日または第 1 期目の納期限まで

のいずれか遅い日以降の日までの期間） 
 
 


